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『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』 

（フリーランス・事業者間取引適正化等法）が可決成立しました。 

  

 

 
 法律の目的 

 

 

   

フリーランス（従業員を使用していない） 

業務委託の相手方である事業者で従

業員を使用しないもの。 
（個人） 

業務委託 

特定受託事業者

  

 
 法律の対象 
 

発注事業者 

特定受託事業者に業務委託をす

る事業者であるもの。（企業） 

特定業務委託事業者 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施行日 

この法律は２０２４（令和６）年秋ごろまでの施行を予定しており、従業員の範囲や継続的業務委託の具体

的な期間、発注事業者の義務の具体的な内容などは、施行までの間に、政省令・告示などで定められる予定

になっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

①書面等による取引条件の明示 業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」

「支払期日」等の取引条件を明示すること 

②報酬支払期日の設定・期日内の支払 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、

期日内に報酬を支払うこと 

③禁止事項 フリーランスに対し、継続的業務委託をした場合に法律に定める行為をしては

ならないこと 

※例えばフリーランスに責任がないにもかかわらず、「発注した物品等を受け取

らないこと」「発注時に決めた報酬額を後で減額すること」等が禁止されます。 

④募集情報の的確表示 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、 

•虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと 

•内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと 

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる

よう 、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。 

⑥ハラスメント対策に係る体制整備 フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備な

どの措置を講じること 

⑦中途解除等の事前予告 継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は 、原則

として 30 日前までに予告しなければならないこと 

 

 

 
発注事業者に課される義務 

ｌ●リスキリングを条件に失業給付を受給するまでの期間を見直しへ 

現状では自己都合退職の場合は失業給付を受給するまでに 2 か月ないし 3 か月の給付制限期間が設けられ

ていますが、失業給付の申請時点から遡って例えば１年以内にリスキリングに取り組んでいた場合などに

ついては会社都合の場合と同じ扱い（給付制限なし）とするなど、自己都合の場合の要件を緩和する方向

で見直しが進んでいます。 

≪筆者：山崎≫ 

＊夏季休暇 
誠に勝手ながら８月１２日（土）～１６日（水）まで夏季休暇とさせていただきます。 

ご不便をお掛けしますが、よろしくお願い申し上げます。 

 


